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【
前
文
】

○
私
た
ち
市
民
は
、
世
界
平
和
へ
の
寄

与
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
協
働
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
根
ざ
し
た
市
民
自
治
を

確
か
な
も
の
と
し
、
誇
り
に
思
え
る
地

域
社
会
を
築
き
上
げ
、
日
本
国
憲
法
に

掲
げ
る
地
方
自
治
の
本
旨
を
こ
の
三
鷹

に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
に
、
三
鷹
市

の
最
高
規
範
と
し
て
、
こ
こ
に
こ
の
条

例
を
制
定
す
る
。

【
第
１
章
　
総
則
】

（
目
的
）
こ
の
条
例
は
、
三
鷹
市
の
自

治
の
基
本
理
念
と
基
本
原
則
及
び
自
治

機
構
と
自
治
運
営
の
基
本
的
な
仕
組
み

を
定
め
、
市
民
の
信
託
に
基
づ
く
市
議

会
及
び
市
長
等
の
役
割
と
責
任
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
市
民
自
治
に
よ

る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
条
例
の
最
高
規
範
性
等
）
こ
の
条
例

は
、
市
政
運
営
に
お
け
る
最
高
規
範
で

あ
り
、
市
は
、
他
の
条
例
、
規
則
等
の

制
定
並
び
に
法
令
、
条
例
、
規
則
等
の

解
釈
及
び
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の

条
例
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
こ
の
条
例
と

の
整
合
性
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

○
市
民
及
び
市
は
、
地
方
自
治
の
推
進

に
向
け
た
取
組
を
通
し
て
こ
の
条
例
の

不
断
の
見
直
し
と
検
証
を
行
い
、
将
来

に
わ
た
り
こ
の
条
例
を
発
展
さ
せ
る
も

の
と
す
る
。

解
説
　
市
が
定
め
る
条
例
・
規
則
の

み
な
ら
ず
、
分
権
改
革
で
拡
充
さ
れ

た
「
自
治
解
釈
権
」
の
視
点
か
ら
、

国
が
定
め
る
法
令
の
解
釈
及
び
運
用

に
当
た
っ
て
も
自
治
基
本
条
例
の
趣

旨
を
尊
重
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
自
治
基
本
条
例
は
、
制
定
後
も
、

市
民
等
に
よ
っ
て
検
証
・
見
直
し
が

行
わ
れ
、
育
て
ら
れ
る
条
例
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

【
第
２
章
　
市
民
と
市
民
自
治
】

（
地
域
に
お
け
る
市
民
の
権
利
、
責
務

等
）
市
民
は
、
地
域
に
お
け
る
自
治
活

動
等
を
推
進
す
る
た
め
に
主
体
的
に
組

織
等
を
作
り
、
他
の
何
人
か
ら
も
干
渉

さ
れ
ず
、
自
由
に
自
立
し
た
活
動
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
。

○
市
民
は
、
地
域
の
諸
課
題
の
解
決
に

向
け
て
自
ら
行
動
し
、
市
民
自
治
を
実

現
す
る
た
め
に
、
ま
ち
づ
く
り
を
主
体

的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
市
民
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
と

き
、
自
ら
の
発
言
と
行
動
に
責
任
を
持

つ
と
と
も
に
、
市
民
相
互
の
連
帯
と
責

任
に
基
づ
き
互
い
の
意
見
と
行
動
を
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解
説
　
三
鷹
市
の
市
民
自
治
の
実
績

で
あ
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ

ー
条
例
の
理
念
や
、「
み
た
か
市
民
プ

ラ
ン
21
会
議
」
の
「
基
本
ル
ー
ル
」

等
を
踏
ま
え
、
市
民
の
自
由
な
自
治

活
動
の
権
利
、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
権
利
、
市
民
間
の
ル
ー
ル
等
に

つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

（
市
政
に
お
け
る
市
民
の
権
利
、
責
務

等
）
市
民
は
、
市
政
の
主
権
者
で
あ
り
、

市
政
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。

○
市
民
は
、
市
政
情
報
に
関
し
、
知
る

権
利
を
有
す
る
と
と
も
に
、
自
己
に
係

る
個
人
情
報
の
開
示
及
び
適
正
な
措
置

を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

○
市
民
は
、
法
令
又
は
条
例
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
納
税
の
義
務
を
負
う
と

と
も
に
、
適
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
。

解
説
　
市
民
が
信
託
を
行
っ
た
自
治

体
に
対
し
て
税
を
納
め
、
税
の
再
配

分
と
し
て
、
適
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
受
け
る
と
い
う
「
自
治
の

原
点
・
原
則
」
に
つ
い
て
定
め
て
い

ま
す
。

（
事
業
者
等
の
権
利
、
責
務
等
）
事
業

者
等
は
、
協
働
の
担
い
手
と
し
て
ま
ち

づ
く
り
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
と

と
も
に
、
地
域
社
会
と
の
調
和
を
図
り
、

安
全
で
う
る
お
い
の
あ
る
快
適
な
環
境

の
実
現
と
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
第
３
章
　
市
議
会
】

（
市
議
会
の
役
割
、
責
務
等
）
市
議
会

は
、
市
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
信
託
を

受
け
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
意

思
決
定
機
関
で
あ
り
、
市
民
の
信
託
に

応
え
る
た
め
、
事
案
の
決
定
、
市
政
の

監
視
及
び
牽
制
を
行
う
。

（
市
議
会
の
立
法
活
動
、調
査
活
動
等
）

市
議
会
は
、
議
会
の
活
性
化
に
努
め
る

と
と
も
に
、
独
自
の
政
策
提
言
と
政
策

立
案
の
強
化
を
図
る
た
め
、
立
法
活
動
、

調
査
活
動
等
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と

す
る
。

【
第
４
章
執
行
機
関
】

（
市
長
の
責
務
）
市
長
は
、
そ
の
地
位

が
市
民
の
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
、
市
政
の
代
表
者
と
し
て

市
民
の
信
託
に
応
え
、
市
民
自
治
の
理

念
を
実
現
す
る
た
め
、
公
正
か
つ
誠
実

に
市
政
の
運
営
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
補
佐
職
の
設
置
等
）
市
長
は
、
助
役

等
の
常
勤
の
特
別
職
に
加
え
て
、
市
長

の
業
務
を
補
佐
し
、
専
門
的
な
助
言
を

行
う
た
め
に
、
補
佐
職
等
を
設
置
し
、

任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
市
長
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基

づ
き
設
置
す
る
助
役
に
つ
い
て
、
そ
の

職
が
市
長
を
補
佐
し
、
代
理
す
る
職
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
助

役
の
呼
称
を
副
市
長
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

【
第
５
章
市
政
運
営
】

（
市
の
率
先
行
動
の
基
本
原
則
）市
は
、

国
が
批
准
し
た
国
際
規
約
等
で
確
認
さ

れ
て
い
る
人
間
の
尊
厳
、
自
由
、
平
等

及
び
持
続
可
能
な
発
展
を
実
現
す
る
た

め
に
、
市
の
役
割
と
責
任
を
明
確
に
し
、

率
先
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。解

説
　
女
性
、
子
ど
も
、
障
が
い
者

等
の
権
利
拡
充
や
環
境
問
題
等
へ
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
市
は
、
世
界

人
権
宣
言
な
ど
の
国
際
規
約
等
に
基

づ
き
、
率
先
し
て
取
組
を
行
う
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

（
基
本
構
想
、
基
本
計
画
の
位
置
付
け

等
）
市
長
等
は
、
総
合
的
、
計
画
的
な

行
政
運
営
を
行
う
た
め
に
、
市
の
最
上

位
計
画
と
し
て
市
議
会
の
議
決
を
経
て

基
本
構
想
を
定
め
る
と
と
も
に
、
基
本

構
想
の
実
現
を
図
る
た
め
に
、
基
本
計

画
を
策
定
す
る
。

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
市
長
等
は
、

重
要
な
条
例
及
び
計
画
の
策
定
等
に
当

た
り
、
市
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た

め
に
事
前
に
案
を
公
表
し
、
市
民
の
意

見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
提
出
さ
れ

た
市
民
の
意
見
に
対
す
る
市
長
等
の
考

え
方
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
及
び
組
織
）
市
は
、
広
く
人
材

を
求
め
、
公
正
で
有
能
な
職
員
の
任
用

に
努
め
る
と
と
も
に
、
適
材
適
所
の
人

事
配
置
、
効
果
的
な
人
材
育
成
及
び
適

切
な
人
事
評
価
と
処
遇
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
職
員
と
組
織
の
能
力
が
最
大
限

に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

○
市
の
組
織
は
、
市
民
に
分
か
り
や
す

く
、
効
率
的
か
つ
機
能
的
な
も
の
で
あ

る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化

や
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る

よ
う
編
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
法
・
公
正
な
市
政
運
営
）
市
政
の

運
営
に
携
わ
る
者
は
、
市
政
に
違
法
又

は
不
当
な
事
実
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ

れ
を
放
置
し
、
又
は
隠
し
て
は
な
ら
ず
、

組
織
の
自
浄
作
用
に
よ
り
市
政
の
透
明

性
を
高
め
、
市
政
を
常
に
適
法
か
つ
公

正
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
基
本
原
則
）

市
長
等
は
、
提
供
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
情
報
を
分
か
り
や
す
く
市
民

に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
公
平
か
つ

効
率
的
で
、
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
治
体
経
営
）
市
長
等
は
、
事
業
の

実
施
に
当
た
り
、
最
少
の
経
費
で
最
大

の
効
果
を
上
げ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
市
民
満
足
度
の
向
上
と
成
果
重
視

の
観
点
を
踏
ま
え
た
自
治
体
経
営
を
推

進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
査
）
監
査
委
員
は
、
市
の
監
査
を

行
う
に
当
た
り
、
事
務
事
業
の
適
法
性

及
び
妥
当
性
の
ほ
か
、
経
済
性
、
効
率

性
及
び
有
効
性
の
評
価
等
を
踏
ま
え
た

監
査
を
行
う
。

解
説
　
監
査
委
員
が
市
の
事
務
の
監

査
を
行
う
に
当
た
り
、
法
令
等
の
趣

旨
に
沿
っ
て
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

か
と
い
う
観
点
に
加
え
、
事
業
の
有

効
性
、
効
率
性
及
び
経
済
性
に
重
点

を
置
い
た
、
事
業
評
価
手
法
の
監
査

を
推
進
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

（
出
資
団
体
等
）
市
長
等
は
、
市
の
出

資
団
体
に
対
し
て
、
適
切
な
情
報
公
開

及
び
個
人
情
報
の
保
護
が
行
わ
れ
る
と

と
も
に
、
市
の
出
資
し
た
目
的
が
効
果

的
か
つ
効
率
的
に
達
成
で
き
る
よ
う
、

必
要
な
支
援
及
び
要
請
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

○
市
長
等
は
、
補
助
金
の
交
付
を
行
っ

た
団
体
等
に
よ
る
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
係
る
市
民
の
苦
情
を
受
け
た

場
合
は
、
当
該
団
体
等
の
協
力
を
得
て
、

そ
の
苦
情
の
内
容
を
調
査
し
、
必
要
な

場
合
、
当
該
団
体
等
に
対
し
て
意
見
、

助
言
等
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
説

市
は
こ
れ
ま
で
も
外
郭
団
体

に
対
し
て
、
市
に
準
じ
た
適
切
な
情

報
公
開
や
個
人
情
報
保
護
の
要
請
等

を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
出
資
団
体

等
と
の
関
係
に
お
け
る
市
の
基
本
的

な
姿
勢
・
方
針
等
を
定
め
て
い
ま
す
。

【
第
６
章
参
加
及
び
協
働
】

（
計
画
の
策
定
過
程
等
）
市
長
等
は
、

基
本
構
想
、
基
本
計
画
及
び
そ
の
他
の

重
要
な
個
別
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て

は
、
市
民
の
多
様
な
参
加
を
保
障
す
る

と
と
も
に
、
市
民
の
検
討
に
必
要
な
情

報
を
取
り
ま
と
め
た
資
料
集
等
の
作
成

を
行
う
。

解
説

「
資
料
集
等
」
に
は
、
こ
れ

ま
で
市
が
基
本
計
画
の
策
定
時
に
作

成
し
て
き
た「
論
点
デ
ー
タ
集
」
や

「
基
礎
用
語
事
典
」
な
ど
が
含
ま
れ
ま

す
。

（
市
民
会
議
等
の
設
置
及
び
運
営
）
市

長
等
は
、
市
民
会
議
等
を
設
置
す
る
と

き
は
、
設
置
目
的
等
に
応
じ
て
委
員
の

公
募
を
行
う
と
と
も
に
、
委
員
の
男
女

の
比
率
、
年
齢
構
成
及
び
選
出
区
分
が

著
し
く
不
均
衡
に
な
ら
な
い
よ
う
に
留

意
し
、
同
一
の
委
員
が
著
し
く
長
期
に

わ
た
っ
て
就
任
し
、
又
は
同
時
期
に
多

数
の
市
民
会
議
等
の
委
員
に
就
任
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

○
市
長
等
は
、
市
民
会
議
等
の
会
議
を
、

法
令
、
条
例
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る

も
の
を
除
き
、
原
則
的
に
公
開
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
）
市
長
等
は
、

市
、
市
民
、
事
業
者
等
の
多
様
な
主
体

が
相
互
に
連
携
・
協
力
し
、
ま
ち
づ
く

り
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
担
い
手
と

な
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
に
、
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
の
環
境

整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
支
援

を
行
う
。

○
市
民
、
事
業
者
等
及
び
市
長
等
は
、

計
画
の
策
定
及
び
実
施
の
過
程
に
お
い

て
、
市
民
参
加
の
実
効
性
を
確
保
し
、

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め

に
、
各
々
の
役
割
、
責
務
等
を
定
め
た

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
推
進
に
関
す
る

協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
説
　
基
本
構
想
・
基
本
計
画
の
策

定
時
に
、「
21
会
議
」
と
市
で
「
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
を
締
結
し

た
実
績
が
あ
り
ま
す
が
、
今
後
、

様
々
な
ま
ち
づ
く
り
の
分
野
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
協
定
を
締
結
し
、

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
型
の
ま
ち
づ
く

り
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

（
学
校
と
地
域
と
の
連
携
）
教
育
委
員

会
は
、
地
域
と
連
携
協
力
し
、
保
護
者
、

地
域
住
民
等
の
学
校
運
営
へ
の
参
加
を

積
極
的
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

の
力
を
活
か
し
た
、
創
意
工
夫
と
特
色

あ
る
学
校
づ
く
り
を
行
う
と
と
も
に
、

市
長
と
連
携
し
、
学
校
を
核
と
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
進
め
る
。

（
出
資
団
体
及
び
他
の
官
公
庁
と
の
連

携
等
）
市
長
等
は
、
市
の
出
資
団
体
及

び
他
の
官
公
庁
と
連
携
し
、
総
合
的
な

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
て
、
協
議
会
等
を
設

置
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る

協
定
等
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
説
　
現
在
、
市
、
Ｊ
Ｒ
、
郵
便
局

等
で
設
置
し
て
い
る
「
官
公
庁
連
絡

会
議
」
は
、
こ
の
「
協
議
会
」
の
ひ

と
つ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

国
際
交
流
協
会
等
と
締
結
し
て
い
る

「
防
災
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
な

ど
は
、「
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す

る
協
定
」
に
該
当
し
ま
す
。

（
住
民
投
票
）
市
内
に
住
所
を
有
す
る

年
齢
満
18
歳
以
上
の
者
で
別
に
定
め
る

も
の
は
、
市
の
権
限
に
属
す
る
市
政
の

重
要
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
総
数
の
50

分
の
１
以
上
の
者
の
連
署
を
も
っ
て
、

条
例
案
を
添
え
、
そ
の
代
表
者
か
ら
市

長
に
対
し
て
住
民
投
票
の
実
施
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
説
　
本
条
で
は
、
住
民
投
票
の
請

求
資
格
、
必
要
連
署
数
等
を
定
め
、

投
票
事
項
、
投
票
資
格
等
は
請
求
時

の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

【
第
７
章
政
府
間
関
係
】

（
国
、
東
京
都
等
と
の
政
府
間
関
係
）

市
は
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
優

先
の
原
則
に
基
づ
き
、
国
、
東
京
都
等

と
の
適
切
な
政
府
間
関
係
の
確
立
が
図

ら
れ
る
よ
う
、
国
等
に
対
し
て
、
制
度
、

政
策
等
の
改
善
に
向
け
た
取
組
を
積
極

的
に
行
う
と
と
も
に
、
関
係
団
体
、
市

民
等
と
連
携
協
力
し
、
自
治
基
盤
の
強

化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
附
則
】

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
６
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す

る
。解

説
　
自
治
基
本
条
例
の
施
行
に
当

た
っ
て
は
、
新
た
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
や
住
民
投
票
に
関
す
る
規
程

の
整
備
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
条
例

の
市
民
へ
の
周
知
を
図
る
た
め
、
施

行
を
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
月

を
経
過
し
た
日
か
ら
と
し
て
い
ま
す
。

三
鷹
市
自
治
基
本
条
例

検
討
試
案
の
主
な
内
容

あなたのご意見をお聞かせください
条例試案は、市のホームページに全文を掲載
し、また市政資料室や各市政窓口でも配布して
います。図書館、各コミュニティセンターでも
閲覧できます。さらに、まちづくり研究所第２
分科会の報告書や「みたかの自治基本条例を考
えるフォーラム」の講演録、条例要綱案も、各
窓口で同様の取り扱いをしています。
ぜひ、条例試案に対するご意見、ご感想を、

ファクス・メール等でお寄せください。

三鷹市自治基本条例検討試案について
「まちづくり懇談会」を開催します

4月14日（木）午後7時から、
三鷹産業プラザ 7階701会議室で。

（会場140－9669）
条例試案の説明を行い、ご意見・ご質問をお受
けします。
s当日、直接会場へ。

～「出前説明会」を実施しています～
５人以上の市民グループなどのご要望があれ
ば、担当職員を派遣して、条例試案の「出前説
明会」を行います。ご希望の日時などについて、
ご相談ください。
なお、「出前説明会」の実施および条例試案へ
の意見提出の期限は５月６日Fです。

e企画経営室行政評価担当
〒181－8555三鷹市役所企画経営室
1内線2150・2151548－1419
kikaku@city.mitaka.tokyo.jp

条
例
試
案
は
、
７
章
・
全
38
条
の
構
成
に
な
っ
て

い
ま
す
。
本
号
で
は
条
例
試
案
の
う
ち
、
主
な
規
定
に

つ
い
て
、
一
部
解
説
も
ふ
ま
え
て
紹
介
し
ま
す
。

e

企
画
経
営
室
行
政
評
価
担
当
1
内
線
２
１
５
０

協
働
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
根
ざ
し
た

市
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

三
鷹
市
自
治
基
本
条
例
検
討
試
案
の
概
要


